
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
送
迎
並
び
に
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
送
迎
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
五
条 

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
送
迎
並
び
に
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
送
迎
（
平
成
二
十

四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

一 ・ 二 （ 略 ） 一 ・ 二 （ 略 ） 
三 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ８ の ２ の ５ の 注 １ 及 び 注 ２ に お い て こ

ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 送 迎 

（ 略 ） 

三 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ８ の ２ の ４ の 注 １ 及 び 注 ２ に お い て こ

ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 送 迎 

（ 略 ） 

四 （ 略 ） 四 （ 略 ） 

  


